
 

高齢者施設の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業補助金交付要綱 
  

（趣旨） 
第１ 県は、物価高騰等に直面する高齢者施設の運営費を抑制することにより、環境リスク

への対応力強化を図り、もって安定的な介護サービスの提供を目的とし、省エネルギー設

備等の導入に要する経費について、当該事業を行う者に対し、予算の範囲内において、高

齢者施設の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則

第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 
 

（補助対象等） 
第２ 補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）及び補助対象経費は、別表１

のとおりとし、補助金額及び補助対象事業所は別表２のとおりとする。 

 
（交付の申請） 

第３ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第１号によるものと

し、提出期限は知事が別に定める日とする。 
２ 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

（１） 事業計画書（別紙１） 
（２） 収支予算書 
（３） 納税証明書（県税） 
（４） 暴力団排除に関する誓約書 
（５） その他知事が必要と認める書類等 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請することができない。 
 （１） 暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団

員等 
 （２） 県税に未納がある者 
４ 知事は、前項第１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、県警察本

部長宛て照会することができる。 
 

（交付の条件） 
第４ 規則第５条の規定による交付の条件は、次のとおりとする。 
（１） 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、規則、要綱、補助金の交付

の決定の内容及びこれに付した条件に従い、 善良なる管理者の注意をもって補助事

業を行うこと。 
（２） 補助事業者は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場

合には、あらかじめ、様式第２号による申請書を知事に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。ただし、次に掲げる変更についてはこの限りでない。 
ア 補助事業の目的や効果に影響しない範囲での仕様等の変更 
イ 補助対象経費の総額の２０％以内の減少 
ウ 補助事業に要する経費の配分の２０％以内の変更 
エ その他知事が必要と認めるとき。 

（３） 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、様式第３号に

よる申請書を知事に提出し、その承認を受けること。 
 



（４） 補助事業者は、補助事業が年度内に完了しないことが明らかになった場合は、速

やかに、様式第４号による報告書を知事に提出し、その指示を受けること。 
（５） 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産

等」という。）については、善良なる管理者の注意をもって管理し、その管理に係る

台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処分（補助金

の交付の目的に反して、転用、譲渡、交換、貸付、取壊し、廃棄又は担保等に供する

ことをいう。以下同じ。）しようとする場合には、あらかじめ、知事の承認を受ける

こと。 
 

（交付決定後の報告等） 
第５ 知事は、規則第１０条の規定による報告を必要に応じて求めることができるものとす

る。 
 
（実績報告） 

第６ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第５号によるも

のとし、提出期限は、規則第１２条第２項ただし書の規定により、知事が別に定める日と

する。 
２ 前項の補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

（１） 事業実績書（別紙２） 
（２） 収支決算書 
（３） その他知事が必要と認める書類等 

３ 補助事業者は、やむを得ない理由により年度内に事業を完了することができない場合

は、速やかに、知事に報告してその指示を受けなければならない。 

 
（補助金の交付方法） 

第７ 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただ

し、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができ

るものとし、その請求書の様式は、様式第６号によるものとする。 
 

（補助金の取消し等） 
第８ 規則第１６条第１項の規定により、補助金の交付の決定を受けた者が、補助金の他の

用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付し

た条件その他この要綱又はこれに基づく知事の処分に違反したときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことがある。 
２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定後においても適用するこ

とがある。 
 
（補助金の返還） 

第９ 補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に

関し、既に補助金が交付されているときは、規則第１７条第１項の規定により、期限を定

めて、その返還を命ずるものとする。 
２ 補助金の額を確定した後に、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限

を定めて、その返還を命ずるものとする。 
 
 



（取得財産等の管理） 

第１０ 補助事業者は、取得財産等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数（以下「法定耐用年数」という。）

の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従っ

てその適正な運用を図らなければならない。 

 

（取得財産等の処分の制限） 

第１１ 補助事業者は、取得財産等の法定耐用年数の期間内において、当該取得財産等を処

分しようとするときは、あらかじめ、様式第７号による申請書を知事に提出し、その承

認を受けなければならない。 

２ 前項の取得財産等のうち、処分を制限する財産は、１件当たりの取得価格又は効用の増

加額が５０万円以上であるものとする。 

３ 知事は、第１項の規定により取得財産等の処分を承認した場合において、当該補助事業

者に対して、交付した補助金の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

 （交付決定前着手） 
第１２ 補助事業は、交付決定後に着手するものとする。ただし、交付決定前に着手する必

要がある場合にあっては、あらかじめ、様式第８号による交付決定前事前着手届を知事

に提出するものとする。 

 

（書類の提出部数） 
第１３ この要綱により知事に提出する書類の提出部数は、各１部とする。 
 
 （関係書類の保管等） 
第１４ 補助事業に係る収入及び支出の帳簿及び証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補

助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）

の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、取得財産のうち、１

件当たりの取得価格又は効用の増加額が５０万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経

過後、当該財産の財産処分が完了する日又は法定耐用年数を経過する日のいずれか遅い日ま

で保管しておかなければならない。 
 

附 則 
この要綱は、令和４年７月１４日から施行し、令和４年度予算に係る補助金に適用する。 

   附 則 
 この要綱は、令和５年３月２０日から施行し、令和４年度予算に係る補助金に適用する。 

附 則 
 この要綱は、令和６年３月１５日から施行し、令和５年度予算に係る補助金に適用する。 

附 則 
 この要綱は、令和８年３月２日から施行し、令和７年度予算に係る補助金に適用する。 
 
 



 

別表１ 

事 業 区 分 補助対象事業 補助対象経費 説 明 

省エネルギー設

備等導入支援事

業 

 「高効率空調機器・給湯器・照明

機器等の省エネルギー設備を導入

し、従来のエネルギー使用量を抑

制する」、又は、「自家消費型太陽光

発電設備（蓄電設備併用を含む）を

導入し、自らがグリーン電力を作

り出せる体制を整備する」ことで、

施設運営上のエネルギーコストの

削減を図るもの。ただし、１事業所

あたりの事業費が 100 千円未満の

ものを除く。 

委託料 機器等の設計費等 

工事費 配管、配電等の工事に必要な経

費 

備品購入費 機器等の購入、既存設備の撤去

等に必要な経費 

その他経費 上記のほか、事業実施に必要と

知事が認める経費 

注１）補助対象経費は事業に直接必要なものに限り、消費税及び地方消費税を含めない。 

注２）他の補助金等を受けて事業を実施する場合、当該他の補助金等の補助対象となる経費は、本補助事業

の対象としない。 

 

 

  



 

別表２ 

事業 

区分 
補助上限額 

補

助

率 

補助金額 対象サービス種別 

 

省 エネ

ル ギー

設 備等

導 入支

援事業 

１事業所あたり 

10,000 千円以内

で知事が定める額 

 

 

３

／

４ 

補助対象経費の実支出額から寄

付金その他の収入額（社会福祉法

人の場合は、寄付金収入額を除

く。）を控除した額に補助率を乗じ

て得た額と補助上限額を比較して

少ない方の額とする。 

なお、算出した額に千円未満の

端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

（１）広域型（定員３０名以上）の 

特別養護老人ホーム 

（２）広域型（定員３０名以上）の 

介護老人保健施設 

（３）広域型（定員３０名以上）の 

介護医療院 

（４）広域型（定員３０名以上）の 

   養護老人ホーム 

（５）広域型（定員３０名以上）の 

軽費老人ホーム 

（６）短期入所生活介護事業所 

（地域密着型特別養護老人ホ

ームに併設される事業所を

除く） 

（７）通所介護事業所 

（８）通所リハビリテーション事

業所 

注１）いずれも仙台市を除く。 

注２）総合事業、基準該当、地域密着型施設、医療系サービスのみなし指定事業所は、当該補助金の対象

としない。 

注３）通所介護事業所の地域密着型、認知症対応型は対象としない。 

注４）市町村立の施設（指定管理の施設を含む。）は対象としない。 

注５）令和５年３月２０日において既に交付決定を受けている事業については、令和３年１０月１日時点で

対象サービス種別に掲げる事業を行う高齢者施設を対象とする。 

注６）令和５年３月２０日以降に交付決定を受ける事業については、令和４年１０月１日時点で対象サービ

ス種別に掲げる事業を行う高齢者施設を対象とする。 

注７）令和６年３月１５日以降に交付決定を受ける事業については、令和６年１月１日時点で対象サービス

種別に掲げる事業を行う高齢者施設を対象とする。 

注８）令和８年３月２日以降に交付決定を受ける事業については、令和８年１月１日時点で対象サービス種

別に掲げる事業を行う高齢者施設を対象とする。 

 


